
 
 

持ち下げ供出・起動費精算に伴う返還額等の公表について 

（2025年 9月分） 

2025年 12月 4日 

(2026年 3月 10日訂正) 

一般社団法人 電力需給調整力取引所 

 

 2025 年 9 月分の持ち下げ供出・起動費精算等に伴う取引会員からの一般送配電事業者への返還額および一般

送配電事業者から取引会員への支払額の合計金額が確定しましたので、お知らせいたします。 

 

一般送配電事業者への返還額および一般送配電事業者からの支払額の合計金額：▲625,626,540円※1 

                                    ▲626,224,380円※1 

 

【商品ごとの内訳】※１、２、３、４、５ 

 （単位：円） 

実需給月 項目 
週間市場商品※６ 前日市場商品※６ 

複合商品 一次調整力 二次調整力① 二次調整力② 三次調整力① 三次調整力② 

2025 年 

9月 

(a) 

持ち下げ供出・起動費

精算等に伴う一般送配

電事業者への返還額 

12,173,044 0 0 0 95,336 0 

(b) 

上限価格の適用に伴う

一般送配電事業者から

の支払減少額 

0 0 0 0 0 0 

(c) 

経済差替事後精算に伴

う一般送配電事業者か

らの支払減少額 

▲160,358,861 ▲53,715,854 0 ▲1,898,858 ▲73,030,954 ▲4,479,850 

 

実需給月 項目 週間市場商品※７ 前日市場商品※７ 

2025 年 

9月 
(d) 

起動費等事後精算※8に

伴う一般送配電事業者

からの支払額 

▲268,934,818 

▲269,532,658 
▲75,475,725 

 

 週間市場商品合計金額 前日市場商品合計金額 合計金額※9 

 
▲545,670,965 

▲546,268,805 
▲79,955,575 

▲625,626,540 

▲626,224,380 
 

※１ 一般送配電事業者への返還額を正の値として、表記しております。 

※２ 事業税相当額および消費税等相当額を除いた金額を記載しています。 

※３「取引会員からの一般送配電事業者への返還額の合計金額」と「商品ごとの内訳」の合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。 

※４ 取引会員が持ち下げ単価分もしくは起動費単価分等を含んだ単価で入札し約定した後、電源差替えを実施し、持ち下げ単価分もしくは起動費

単価分等を含まない単価に変更した場合、返還額は別途公表している確報値に反映されております。 

※５ 取引会員が上限価格を超えて入札し約定した後、電源差替えを実施し、上限価格以下の単価に変更した場合、支払減少額は別途公表している

確報値に反映されております。 

※６ 週間市場商品、前日市場商品の区分は、約定結果に基づく商品区分にて分類しております。 

※７ 起動費事後精算に伴う一般送配電事業者からの支払額については、精算対象は、起動費等を按分して連続で入札し、一部分が約定しなかった

電源が次の約定ブロックまで電源の出力を維持するためにかかる費用であり、商品区分に紐づく費用ではないことから、週間市場商品、前日

市場商品で分類しております。 



 
※８ 起動供出機・持ち下げ供出機の加重平均単価で入札した場合を含みます。 

※９ (a)～(d)の週間市場商品、前日市場商品の合計金額 

以 上 


